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１ 計画策定の趣旨 

  

本市の障害者施策については、いわぬま未来構想「 があふれる“健幸”先進都市 いわ

ぬま」に掲げるまちづくりの基本理念を踏まえつつ、障害者計画・障害福祉計画に基づき、

「障害のあるひとも、ないひとも、みんなでつくる、福祉のまち いわぬま」を基本理念

として、「地域で支えあい、自立して暮らせるまち」、「ともに学びあい、個性や能力が輝く

まち」、「健やかで、こころ豊かに生きるまち」の３つの視点により、総合的に施策を推進

してまいりました。これら２つの計画のうち、障害福祉計画が平成２６年度末で終了を迎

えることから、平成２７年度からの新たな障害福祉計画を策定するものです。 

障害者を取り巻く環境は、平成１８年４月に地域生活と就労支援に焦点があてられた「障

害者自立支援法」が施行されてから、大きく変化してきました。 

平成２３年８月には、障害者の定義の見直しや、障害の有無にかかわらず人格と個性を

尊重する共生社会の実現等をうたった「障害者基本法の一部を改正する法律」が施行され

ました。 

平成２４年１０月には障害者への虐待の禁止や予防をうたった「障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援に関する法律（障害者虐待防止法）」が施行されました。 

平成２５年４月には、地域社会での共生の実現に向けて障害者の日常生活及び社会生活

の総合的な支援を一層推進するため、障害者自立支援法の改正が行われ、「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援法」という。）」が

施行されました。 

さらに同年９月には「第３次障害者基本計画」（平成２５年度～平成２９年度）が策定さ

れ、基本原則の見直し（地域社会における共生、差別の禁止、国際的協調、障害者の自己

決定の尊重）、安全安心・差別の解消及び権利擁護の推進、行政サービス等における配慮の

３分野が追加されています。 

本市における平成２７年度からの新たな障害福祉計画については、これらの法施行や環

境の変化に対応するとともに、国の「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都

道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の

円滑な実施を確保するための基本的な指針」及び宮城県の「第４期障害福祉計画策定のた

めの県の基本的な指針」を基本に据えつつ、障害福祉サービス等の利用実績やアンケート

によるニーズ調査等を踏まえ、障害のある方の意向を的確に反映したものとします。 
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[障害者制度改革の動向] 

Ｈ１８年４月～「障害者自立支援法」施行 

●身体・知的・精神の３障害のサービスを一元化 

●支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入 等 

 

Ｈ１９年９月署名～「障害者の権利に関する条約」に署名 （Ｈ２６年１月批准） 

●内容（全５０条）障害者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障

の権利などを保障、障害に基づく差別を禁止 

 

Ｈ２２年６月閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について 

●「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重 

●基本的考え方：障害の有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認めあう 

共生社会の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｈ２２年１２月の 

「障がい者制度改革推進会議」にて

「障害者制度改革の推進のための 

第二次意見」を取りまとめ 

「障害者自立支援法」等の一部改正 

●公布日（Ｈ２２年１２月１０日） 

施行 

・発達障害が障害者自立支援法の 

対象になることの明確化 

●Ｈ２３年１０月１日施行 

・グループホーム利用の助成 

●Ｈ２４年４月１日施行 

・応能負担原則への見直し 

・支給決定プロセスの見直し 

Ｈ２５年６月成立 

（Ｈ２８年４月施行） 

「障害者差別解消法」制定 

●差別禁止部会の意見に 

基づき策定 

●差別の禁止、人権被害 

救済などを規定 

Ｈ２３年８月成立 

「障害者基本法」改正 

●公布日（８月５日）施行 

一部は政令で定める日 

●推進会議の第二次意見に基づき

改正案を策定 

●差別の禁止、教育・選挙における

配慮等を規定 

 

Ｈ２４年６月成立 

（Ｈ２５年４月一部施行/Ｈ２６年４月施行） 

「障害者総合支援法」制定 

●「障害者総合支援法」制定 

●社会モデルに基づく理念の具体化 

●ＣＨとＧＨの統合、重度訪問介護の

範囲拡大、難病患者への支援など） 

●地域生活支援事業の追加 

共生社会の実現、「障害者の権利に関する条約」を批准 
 

Ｈ２５年９月閣議決定 

「第３次障害者基本計画」 

（Ｈ２５年度～Ｈ２９年度） 

●５年計画に変更 

●基本原則の見直し（地域社会に 

おける共生、差別の禁止、国際的

協調、障害者の自己決定の尊重） 

●安全・安心、差別の解消及び権利

擁護の推進、行政サービス等にお

ける配慮の３分野追加 
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２ 制度改正の流れ 

 

（１）障害者総合支援法について 

平成２４年３月、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関する法律」が閣議決定されました。 

この法律においては、これまでの「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法（平成２５年４月１日施行））

とするとされています。 

基本的事項としては、新たに「法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を

実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に

資することを総合的かつ計画的に行われること」が法律の基本理念に掲げられています。 

法律の概要については、以下のようになっています。 

 

【法律の概要】 

●障害者の範囲 

・「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。 

●障害者に対する支援 

① 重度訪問介護の対象拡大（平成２６年４月１日より） 

・重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で

定める。 

② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元化 

（平成２６年４月１日より） 

③ 地域生活支援事業の追加 

・地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓発 

・コミュニケーション支援を行う手話通訳等を行うものを養成する事業 等 

●検討規定（法の施行後３年を目途として、以下のことを検討） 

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就

労の支援その他の障害福祉サービスのあり方 

② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 

③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後

見制度の利用促進の在り方 

④ 手話通訳等を行う者の派遣その他聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のた

め意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方 

⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方  
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（２）第３次障害者基本計画について 

平成２５年９月、「第３次障害者基本計画」が閣議決定されました。 

障害者基本計画は障害者基本法第１１条第１項に基づき、障害者の自立及び社会参加

の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであり、

政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられるとされてい

ます。 

基本的事項としては、障害者基本法第１条に規定されるように、障害者施策は、全て

の国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人

として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して

講じられる必要があります。 

この基本計画ではこのような社会の実現に向け、障害者を、必要な支援を受けながら、

自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、障害者が自らの

能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障害者の活動を制限し、社

会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため、政府が取り組むべき障害者施

策の基本的な方向を定めるものとするとされています。 

法律の概要については、以下のとおりです。 

 

【法律の概要】 

●計画の期間 

・平成２５（２０１３）年度から平成２９（２０１７）年度までの概ね５年間 

●基本原則について抜粋 

（１）地域社会における共生等（障害者基本法第３条） 

① 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分

野の活動に参加する機会が確保されること。 

② 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確

保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 

③ 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手

段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手

段についての選択の機会の拡大が図られること。 

（２）差別の禁止（障害者基本法第４条） 

（３）国際的協調（障害者基本法第５条） 
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（３）第４期障害福祉計画について 

都道府県・市町村の障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス

等の提供体制の確保のために、国の定める基本指針（厚生労働大臣告示）に即して定め

るものとされています。 

第４期障害福祉計画（平成２７年度から平成２９年度）の策定に向けて、国の基本指

針を見直すため、平成２５年１１月から社会保障審議会障害者部会において議論し、見

直しの方向性等について了承を得たところです。 

パブリックコメント実施を経て、平成２６年５月１５日に基本指針を告示しました。

平成２６年度中に自治体において障害福祉計画が策定されています。 

 

 基本指針の見直しの主なポイント  

① 計画の作成プロセス等に関する事項 

（ア）ＰＤＣＡサイクルの導入（新規） 

・少なくとも１年に１回は、成果目標等に関する実績を把握し、分析・評価（中間

評価）を行い、必要があると認めるときは、計画の変更等の措置を講じる。 

・中間評価の際には、協議会や合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果に

ついて、公表することが望ましい。 

② 成果目標に関する事項（平成２９年度までの目標） 

（ア）福祉施設から地域生活への移行促進 

・平成２５年度末時点の施設入所者数の１２％以上を地域生活へ移行 

・施設入所者数を平成２５年度末時点から４％以上削減 

（イ）精神科病院から地域生活への移行促進 

・入院後３か月時点の退院率を６４％以上とする。 

（平成２１年から２３年の平均５８．４％） 

・入院後１年時点の退院率を９１％とする。 

（平成２１年から２３年の平均８７．７％） 

・１年以上の在院者数を平成２４年６月末時点から１８％以上減少 

 （ウ）地域生活支援拠点等の整備（新規） 

・障害者の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を、各市町村又は各圏域に

少なくとも１つを整備 

 （エ）福祉施設から一般就労への移行促進 

・福祉施設から一般就労への移行者数を平成２４年度実績の２倍以上とする。 

・就労移行支援事業の利用者数を平成２５年度末の利用者から６割以上増加 

・就労移行支援事業所のうち就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上と 

する。（平成２３年度実績２７．１％） 
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③ その他の事項 

（ア）障害児支援体制の整備（新規） 

・児童福祉法に基づく障害児支援等の体制整備についても定めるよう努めるもの 

とする。 

 （イ）計画相談の充実、研修の充実等 

 

 

  



 
第１章 計画の概要 

 
 

8 

[参考 成果目標と活動指標の関係] 

 

（成果目標）            （活動指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（
基
本
指
針
の
理
念
）
自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現 

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に 

施設入所者の 

地域生活への移行 

 

（都道府県・市町村） 

○生活介護の利用者数、利用日数 

○自立訓練（機能訓練・生活訓練）の 

利用者数、利用日数 

○就労移行支援の利用者数、利用日数 

○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の 

利用者数、利用日数 

○短期入所（福祉型、医療型）の 

利用者数、利用日数 

○共同生活援助の利用者数 

○地域相談支援（地域移行支援、 

地域定着支援）の利用者数 

○施設入所支援の利用者数 

※施設入所者の削減 

○地域生活移行者の増加 

○施設入居者の削減 

○就労移行支援事業の 
利用者の増加 

○在院期間１年以上の 
長期在院者数の減少 

入院中の精神障害者の 

地域生活への移行 

○入院後１年時点の 
退院率の上昇 

（都道府県・市町村） 

○自立訓練（生活訓練）の 

利用者数、利用日数 

○就労移行支援の利用者数、利用日数 

○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

の利用者数、利用日数 

○短期入所（福祉型、医療型）の 

利用者数、利用日数 

○共同生活援助の利用者数 

○地域相談支援（地域移行支援、 

地域定着支援）の利用者数 

（都道府県・市町村） 

○就労移行支援の利用者、利用日数 

○就労移行支援事業等から一般就労への 

移行者数（就労移行支援、 

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型） 

（都道府県） 

○公共職業安定所におけるチーム支援に 

よる福祉施設の利用者の支援件数 

○委託訓練事業の受講者数 

○障害者試行雇用事業の開始者数 

○職場適応援助者による支援の対応者数 

○障害者就業・生活支援センター事業の 

支援対象者数 

○入院後３か月時点の 
退院率の上昇 

○福祉施設利用者の 
一般就労への移行者の増加 

○地域生活支援拠点の整備 

福祉施設から 

一般就労への移行 

障害者の地域生活の支援 

○就労移行支援事業所の 
就労移行率の増加 
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３ 法令の根拠 

 

 障害者計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づく「市町村障害者計画」であり、障

害のある人のための施策に関する基本的な事項を定めるものです。 

障害者福祉計画は、障害者総合支援法第８８条に定められている「市町村障害福祉計画」

であり、障害福祉サービス等の確保に関する計画となります。 

 このため、障害福祉計画は、障害者計画の中の「生活支援」に関する部分の障害福祉サ

ービス等に関する実施計画としての位置づけとなります。 

 

 

４ 計画の性格と計画の期間 

 

障害福祉計画は、本市の上位計画であるいわぬま未来構想「 があふれる“健幸”先進都

市 いわぬま」と岩沼市障害者計画の理念を踏まえる個別計画として策定するものです。 

 

（１）岩沼市障害者計画 

障害者基本法に基づく中・長期の計画・・・平成２４年度～平成２９年度（６年間） 

（２）岩沼市障害福祉計画 

  障害者総合支援法に基づく３年の計画・・・平成２７年度～平成２９年度（３年間） 

 

【計画の期間】 

 

  

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

      

      

      

      

      

岩沼市障害者計画 

岩沼市障害福祉計画（３期） 

岩沼市障害福祉計画（４期） 

岩沼市新総合計画 いわぬま未来構想 

岩沼市地域福祉計画 
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５ 計画の体系 

基本理念 3 つの視点 

障
害
の
あ
る
ひ
と
も
、
な
い
ひ
と
も
、み

ん
な
で
つ
く
る
、
福
祉
の
ま
ち

い
わ
ぬ
ま

視
点
Ⅱ 

と
も
に
学
び
あ
い
、

個
性
や
能
力
が
輝
く
ま
ち

視
点
Ⅰ 

地
域
で
支
え
あ
い
、

自
立
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

視
点
Ⅲ 

健
や
か
で
、
こ
こ
ろ
豊
か
に
生
き
る
ま
ち

基本目標と基本施策（障害者計画（第２期）） 

１ ともに生きる地域をつくる

（1）相互理解と地域福祉の推進 

（2）福祉教育の推進 

（3）人権・権利擁護の取組み 

（4）地域の住まいの場や日中活動の場の確保 

（5）コミュニケーション支援 

２ 輝いてくらすための支援体制をつくる

（1）ケアマネジメントと相談支援体制の推進 

（2）総合的な自立支援体制の充実 

（「障害福祉計画（第４期）」） 

（3）療育支援体制の整備とネットワークの確立 

（4）障害者就労の総合的支援の推進 

３ 健康で安心できる環境をつくる

（1）保健・医療サービスの充実 

（2）精神障害者への地域支援体制の充実 

（3）バリアフリー社会の推進 

（4）障害者の防災対策の促進 

２－１ 在宅サービスが充実している支援体制

２－２ 日中活動系サービスが充実している支援体制

基本目標（障害福祉計画（第４期）） 

２－３ 居住系サービスが充実している支援体制

今回策定

した計画 

２－４ 地域生活サービスが充実している支援体制

10 
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６ 基本理念 

 

いわぬま未来構想「 があふれる“健幸”先進都市 いわぬま」に掲げるまちづくりの基

本理念を踏まえつつ、国や宮城県の基本指針に掲げている次の点に配慮するとともに、岩

沼市第２期障害者計画の基本理念である「障害のあるひとも、ないひとも、みんなでつく

る、福祉のまち いわぬま」の実現に向けて「岩沼市第４期障害福祉計画」を策定します。 

 

（１）障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互の人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会を実現するため、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の自己決

定を尊重しながら、その意思決定の支援に配慮するとともに、自立と社会参加の実現を

図ることを基本とし、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の

整備を進める。 

 

（２）一元的な障害福祉サービスの実施等 

障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障

害者並びに難病患者等であって１８歳以上の者並びに障害児とし、そのサービスの充実

を図る。 

 

（３）地域生活移行や地域生活継続の支援、就労支援等の課題に対応したサー

ビス提供体制の整備 

地域生活への移行、地域生活の継続の支援や就労支援といった課題に対応するととも

に、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点

づくり、インフォーマルサービスの提供等、地域の社会資源を最大限に活用する。 

特に、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域生活への移行等に係る相談、

グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、ショートステイ等による緊急時

の受入体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点

の整備及び地域の体制づくりを行う機能が求められており、障害者の高齢化・重度化や

「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する。相談支援を中心として、障

害者等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を行

う。 
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７ 計画の策定体制 

 

計画策定にあたっては、障害福祉サービス等の利用者である障害者等やその家族等の意

見を十分に反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者やサービス利用者

等で構成する「岩沼市障害者計画等策定委員会」を設置しました。 

障害福祉サービス等の利用実績や障害者手帳所持者等を対象者とした「福祉に関するア

ンケート調査結果」の分析、相談支援事業所や岩沼市障害児者自立支援協議会からのヒア

リング等を踏まえ、計画内容をまとめました。 

計画内容について、「岩沼市障害者計画等策定委員会」において調査、検討し、計画素案

としてまとめ、計画素案に対するパブリックコメントを実施の上で、県との調整を図りな

がら策定しました。 

 

８ アンケート調査について 

  

（１）調査目的 

障害者基本法の基本理念に即し、障害者総合支援法に基づく岩沼市障害福祉計画の策

定を行うため、障害のある人の生活全般にかかわる実態や障害者の福祉サービスの利用

状況、利用意向等を把握すると共に、地域の特性や実情に応じた計画策定の基礎データ

とするため、アンケート調査を実施しました。 

（２）調査名 福祉に関するアンケート調査 

（３）対象者 各種障害者手帳所持者等 ７９５人 

（４）調査期間 平成２６年９月１９日～平成２６年１０月６日 

（５）調査方法 郵送によるアンケート調査 

（６）回収結果  ３９２サンプル（うち有効３９０サンプル） 

（７）回収率 ４９．３％（うち有効４９．１％） 

 

 送付数 回収数 有効数 回収率 

身体障害者       ３００       １６２       １６２   ５４．０％ 

知的障害者       ２８６       １３３       １３３   ４６．５％     

精神障害者       ２０９        ９７        ９５   ４６．４％ 

合  計       ７９５       ３９２       ３９０   ４９．３％ 

※身体障害者回収数のうち、知的障害との重複者１名 

※身体障害者回収数のうち、精神障害との重複者２名 

※知的障害者回収数のうち、身体障害との重複者１７名 
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※知的障害者回収数のうち、精神障害との重複者３名 

※知的障害者回収数のうち、身体障害及び精神障害との重複者６名 

※精神障害者回収数のうち、身体障害との重複者２６名 

※精神障害者回収数のうち、身体障害及び知的障害との重複者３名 

 （８）調査主体 岩沼市健康福祉部社会福祉課 
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１ 人口構造と障害者数の推移 

 

本市の総人口は、平成２１年度以降、東日本大震災の影響から減少傾向にありましたが、

平成２４年度から平成２５年度にかけては増加がみられます。世帯数については、増加傾

向で推移しています。 

障害者手帳の所持者数は、平成２１年度以降、障害種別により増減があるものの手帳所

持者の総数は増加傾向にあります。総人口に占める障害者手帳所持者数の割合は、平成２

３年度で４．２%、平成２４年度で４．４％、平成２５年度では、４．６％と年々増加して

います。 

 

■市の総人口と手帳所持者数の推移 

（各年度３月末；人） 

区分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

市の総人口 44,308 43,903 43,530 43,463 43,656 

世帯数 15,937 15,987 16,118 16,291 16,554 

身体障害者 1,324 1,356 1,396 1,459 1,512 

知的障害者 257 265 277 278 295 

精神障害者 154 149 157 169 182 

手帳所持者合計 1,735 1,770 1,830 1,906 1,989 

（市の総人口に占める手帳所持者の割合） (3.9%) (4.0%) (4.2%) (4.4%) (4.6%) 

 

本市における平成２５年度末（平成２６年３月３１日現在）の障害者数を障害別手帳所

持者数でみると、身体障害者手帳所持者１，５１２人、療育手帳所持者２９５人、精神障

害者保健福祉手帳所持者１８２人となっています。 

平成２１年度末からの５年間の推移をみると、平成２１年度末が１，７３５人、平成２

２年度末が１，７７０人、平成２３年度末が１，８３０人、平成２４年度末が１，９０６

人、平成２５年度末が１，９８９人と２，０００人に迫っており、増加の傾向にあります。 

 

■新規交付者数（身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳） 

区分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

身体障害者 98 103 106 106 107 

知的障害者 8 14 11 14 19 

精神障害者 20 15 12 18 21 
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２ 身体障害者数の状況 

  

平成２５年度末の本市における身体障害者手帳所持者数は、全体で１，５１２人です。 

障害種類別でみると、肢体不自由が最も多く８３２人、次いで心臓や腎臓などの内部障

害が４５６人、聴覚・平衡機能障害が１１４人の順となっています。 

障害等級別では、１級、２級の身体障害者手帳所持者が４６．８％を占め、重度の障害

者の割合が高くなっています。 

身体障害者の種類別割合の宮城県との比較においては、いずれも肢体不自由が半数以上

を占め、次いで内部障害が続き、全体的には同様の傾向にあります。本市においては、宮

城県に比べて、じん臓機能障害の構成割合がやや高くなっています。 

 

■身体障害者数 障害種別・等級別手帳所持者数 

（２６年３月末；人） 

区分 岩沼市 宮城県 

障害の種別・等級別 総数 構成率 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 総数 構成率 

視覚障害 97 6.4% 31 29 7 10 11 9 5,420 6.6% 

聴覚・平衡機能障害 114 7.5% 6 48 8 21 1 30 6,296 7.6% 

 聴覚 113 7.5% 6 48 8 21 0 30 6,243 7.6% 

 平衡機能 1 0.1% 0 0 0 0 1   53 0.1% 

音声・言語・そしゃく機能障害 13 0.9% 0 1 6 6     1,025 1.2% 

肢体不自由 832 55.0% 141 159 164 215 112 41 44,076 53.5% 

 上肢 331 21.9% 103 106 50 31 25 16 - - 

 下肢 439 29.0% 19 31 100 184 80 25 - - 

 体幹 46 3.0% 10 20 12 0 4 0 - - 

 運動機能障害 16 1.1% 9 2 2 0 3 0 - - 

  上肢機能 12 0.8% 7 1 2 0 2 0 - - 

  移動機能 4 0.3% 2 1 0 0 1 0 - - 

内部障害 456 30.2% 286 6 103 61 0 0 25,592 31.1% 

 心臓機能障害 242 16.0% 188 0 42 12     14,363 17.4% 

 じん臓機能障害 127 8.4% 93 2 32 0     5,492 6.7% 

 呼吸器機能障害 36 2.4% 4 1 25 6     1,923 2.3% 

 ぼうこう・直腸機能障害 46 3.0% 0 0 3 43     3,524 4.3% 

 小腸機能障害 1 0.1% 0 0 1 0     76 0.1% 

 免疫機能障害 3 0.2% 0 3 0 0     138 0.2% 

 肝臓機能障害 1 0.1% 1 0 0 0     76 0.1% 

計 1,512 100.0% 464 243 288 313 124 80 82,409 100.0% 

 

■身体障害者 種類別障害者数の推移 

（各年度３月末；人） 

 区分 21年度 22年度 23年度 24年度 
25年度 

  18歳未満 

視覚障害 87 86 89 88 97 2 

聴覚・平衡機能障害 104 109 111 114 114 2 

音声・言語・そしゃく機能障害 14 11 14 13 13 0 

肢体不自由 724 742 753 795 832 12 

内部障害 395 408 429 449 456 4 

計 1,324 1,356 1,396 1,459 1,512 20 

※１８歳未満は２５年度分うち数 
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３ 知的障害者数の状況 

 

本市における知的障害者の療育手帳所持者数の推移をみると、平成２５年度末の知的障

害者数は２９５人となっており、平成２１年度からの４年間で、療育手帳Ａについては、

ほぼ横ばいの傾向が見られますが、療育手帳Ｂについては、３５人の増加となり、合計数

は、増加傾向となっています。平成２５年度における１８歳未満の療育手帳所持者は、療

育手帳Ａでは１６人、療育手帳Ｂでは５３人となっており、全体の２３．４％を占めます。 

 

■知的障害者 障害者数の推移 

（各年度３月末；人） 

区分 21年度 22年度 23年度 24年度 
25年度 

  18歳未満 

療育手帳Ａ 111 110 114 111 114 16 

療育手帳Ｂ 146 155 163 167 181 53 

計 257 265 277 278 295 69 

※１８歳未満は２５年度分うち数 

 

４ 精神障害者数の状況 

 

本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、平成２１年度からの５年間で

は、平成２２年の１４９人から増加傾向です。また、自立支援医療（精神通院）受給者数

の推移では、平成２１年度の４６５人から平成２５年度の５９１人と３割程度の増加がみ

られます。精神障害者保健福祉手帳の等級別所持者数は、２級が最も多く、平成２５年度

は全体の５０％を占めています。この傾向は、宮城県全体での２級所持者の割合５５．８％

よりも低くなっています。自立支援医療（精神通院）受給者数は、宮城県全体の２％にな

っています。 

 

■精神障害者 障害者数の推移 

（各年度３月末；人） 

区分 
岩沼市 宮城県 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 25年度 

精神障害者保健福祉手帳１級 37 37 34 39 44 2,795 

精神障害者保健福祉手帳２級 86 80 86 90 91 7,454 

精神障害者保健福祉手帳３級 31 32 37 40 47 3,105 

計 154 149 157 169 182 13,354 

自立支援医療（精神通院） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 25年度 

受給者数 465 499 514 546 591 29,073 
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５ その他の障害のある人の状況 

 

（１）発達障害児者 

発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性

発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってそ

の症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されていま

す。 

発達障害については詳しい調査資料がないため、正確な人数は把握できていません。

発達障害は、まだ、社会の中で十分に知られていない障害であるため、社会的理解の促

進に努めていく必要があります。 

 

■（参考）発達障害児の把握数 

（平成２６年５月１日現在：人） 

区分 平成 26年度 在籍者数等 

未就学児（0～6歳） ※ 161 

市内小学校（4校・在籍総数 2,748人） 140 

  特別支援学級（情緒障害） 24 

  通級による指導 116 

市内中学校（4校・在籍総数 1,391人） 6 

  特別支援学級（情緒障害） 6 

  通級による指導 0 

計 307 

※平成２６年度地域保健計画書（平成２５年４月～１２月実績）から、疑いのある未就学児を含む。 

 

（２）高次脳機能障害者 

高次脳機能障害は、交通事故や頭部のけが、脳卒中などで脳が部分的に損傷を受けた

ため、後遺症として、記憶障害、注意障害、社会的行動障害などを伴うものです。外見

上はわかりにくいという特性があり、他の人から気づかれにくい障害です。 

高次脳機能障害については詳しい調査資料がないため、正確な人数は把握できていま

せん。これまで、障害の特性から生活上の困難の実態と制度とのずれにより本人が必要

とする支援に結びつかないという状況があり、地域での支援体制の整備が求められてい

ます。 
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（３）難病患者 

宮城県では、障害者総合支援法や児童福祉法の対象となる難病等の疾患について医療

給付を行っています。特定疾患等医療受給者数は増加傾向にあります。 

 

■特定疾患等医療費受給者数 
（人） 

区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

特定疾患医療費受給者数 222 236 269 262 272 

小児慢性特定疾患医療受給者数 31 42 40 43 44 

合計 253 278 309 305 316 

 

６ 障害福祉サービスの利用状況 

  

本市における訪問系サービス、日中活動系サービス等の平成２４年度及び平成２５年度

の利用実績及び平成２６年１１月の支給決定状況は以下のとおりです。 

 

■訪問系、日中活動系サービス等の利用実績（利用量） 

サービスの種類 単位 
24 年度 

見込量 

24 年度実績値 

（25.3 月利用分） 
25 年度 

見込量 

25 年度実績値 

（26.3 月利用分） 

 内訳  内訳 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

時間分 680 985 

うち身体 665.0 

697 835 

うち身体 488.0 

うち知的 147.5 うち知的 137.0 

うち精神 135.5 うち精神 189.0 

うち児童 36.5 うち児童 21.0 

うち難病 0.0 うち難病 0.0 

生活介護 人日分 748 729 

うち身体 188.0 

748 806 

うち身体 214.0 

うち知的 541.0 うち知的 569.0 

うち精神 0.0 うち精神 23.0 

うち難病 0.0 うち難病 0.0 

自立訓練 

（機能訓練） 
人日分 0 0 

うち身体 0.0 

0 0 

うち身体 0.0 

うち知的 0.0 うち知的 0.0 

うち精神 0.0 うち精神 0.0 

うち難病 0.0 うち難病 0.0 

自立訓練 

（生活訓練） 
人日分 186 108 

うち身体 21.0 

278 190 

うち身体 19.0 

うち知的 66.0 うち知的 62.0 

うち精神 21.0 うち精神 109.0 

うち難病 0.0 うち難病 0.0 

就労移行支援 人日分 126 56 

うち身体 0.0 

144 157 

うち身体 20.0 

うち知的 49.0 うち知的 79.0 

うち精神 7.0 うち精神 58.0 

うち難病 0.0 うち難病 0.0 

就労継続支援（A 型） 人日分 18 63 

うち身体 20.0 

36 120 

うち身体 20.0 

うち知的 20.0 うち知的 21.0 

うち精神 23.0 うち精神 79.0 

うち難病 0.0 うち難病 0.0 

就労継続支援（B 型） 人日分 1,418 1,386 

うち身体 90.0 

1,514 1,450 

うち身体 80.0 

うち知的 1,155.0 うち知的 1,168.0 

うち精神 141.0 うち精神 202.0 

うち難病 0.0 うち難病 0.0 

短期入所 人日分 60 18 

うち身体 0.0 

72 48 

うち身体 15.0 

うち知的 18.0 うち知的 28.0 

うち精神 0.0 うち精神 4.0 

うち児童 0.0 うち児童 1.0 

うち難病 0.0 うち難病 0 
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■訪問系、日中活動系サービス等の利用実績（実利用者数） 

サービスの種類 単位 
24 年度 

見込量 

支給決定者数 

（25.3 月末現在） 

24 年度利用者数 

（25.3 月利用分） 
25 年度 

見込量 

支給決定者数 

（26.3 月末現在） 

25 年度利用者数 

（26.3 月利用分） 

 内訳  内訳  内訳  内訳 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

人 40 62 

うち身体 24 

44 

うち身体 17 

41 66 

うち身体 28 

49 

うち身体 23 

うち知的 9 うち知的 4 うち知的 12 うち知的 5 

うち精神 17 うち精神 19 うち精神 19 うち精神 19 

うち児童 12 うち児童 4 うち児童 7 うち児童 2 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

生活介護 人 34 37 

うち身体 10 

34 

うち身体 9 

34 39 

うち身体 11 

39 

うち身体 11 

うち知的 26 うち知的 25 うち知的 27 うち知的 27 

うち精神 1 うち精神 0 うち精神 1 うち精神 1 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

自立訓練 

（機能訓練） 
人 0 0 

うち身体 0 

0 

うち身体 0 

0 0 

うち身体 0 

0 

うち身体 0 

うち知的 0 うち知的 0 うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

自立訓練 

（生活訓練） 
人 9 6 

うち身体 1 

5 

うち身体 1 

14 10 

うち身体 1 

9 

うち身体 1 

うち知的 4 うち知的 3 うち知的 4 うち知的 3 

うち精神 1 うち精神 1 うち精神 5 うち精神 5 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

就労移行支援 人 7 5 

うち身体 0 

4 

うち身体 0 

8 12 

うち身体 1 

10 

うち身体 1 

うち知的 3 うち知的 3 うち知的 5 うち知的 4 

うち精神 2 うち精神 1 うち精神 6 うち精神 5 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

就労継続支援 

（A 型） 
人 1 3 

うち身体 1 

3 

うち身体 1 

2 9 

うち身体 1 

6 

うち身体 1 

うち知的 1 うち知的 1 うち知的 2 うち知的 1 

うち精神 1 うち精神 1 うち精神 6 うち精神 4 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

就労継続支援 

（B 型） 
人 71 80 

うち身体 6 

73 

うち身体 6 

76 83 

うち身体 5 

76 

うち身体 5 

うち知的 58 うち知的 58 うち知的 61 うち知的 59 

うち精神 16 うち精神 9 うち精神 17 うち精神 12 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

療養介護 人 8 9 

うち身体 3 

9 

うち身体 3 

8 9 

うち身体 3 

9 

うち身体 3 

うち知的 6 うち知的 6 うち知的 6 うち知的 6 

うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

短期入所 人 10 53 

うち身体 11 

4 

うち身体 0 

12 59 

うち身体 13 

12 

うち身体 4 

うち知的 30 うち知的 4 うち知的 36 うち知的 6 

うち精神 1 うち精神 0 うち精神 3 うち精神 1 

うち児童 11 うち児童 0 うち児童 7 うち児童 1 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

共同生活援助 

共同生活介護 
人 35 34 

うち身体 1 

33 

うち身体 1 

42 39 

うち身体 1 

35 

うち身体 1 

うち知的 25 うち知的 24 うち知的 28 うち知的 25 

うち精神 8 うち精神 8 うち精神 10 うち精神 9 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

施設入所支援 人 29 30 

うち身体 9 

30 

うち身体 9 

28 32 

うち身体 10 

32 

うち身体 10 

うち知的 21 うち知的 21 うち知的 22 うち知的 22 

うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

計画相談支援 
※生活介護と施設入所支援

を併用している場合、計画

相談支援は１人とカウント

します。 

人 21 29 

うち身体 6 

21 

うち身体 5 

28 119 

うち身体 24 

50 

うち身体 11 

うち知的 10 うち知的 7 うち知的 60 うち知的 16 

うち精神 13 うち精神 9 うち精神 35 うち精神 23 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
人 3 0 

うち身体 0 

0 

うち身体 0 

5 0 

うち身体 0 

0 

うち身体 0 

うち知的 0 うち知的 0 うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
人 3 0 

うち身体 0 

0 

うち身体 0 

6 0 

うち身体 0 

0 

うち身体 0 

うち知的 0 うち知的 0 うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 うち精神 0 

うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 うち難病 0 
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■障害児通所支援の利用実績（利用量） 

サービスの種類 単位 
24 年度 

見込量 

24 年度実績値 

（25.3 月利用分） 
25 年度 

見込量 

25 年度実績値 

（26.3 月利用分） 

 内訳  内訳 

児童発達支援 人日分 - 22 

うち身体 0 

- 99 

うち身体 0 

うち知的 22 うち知的 61 

うち精神 0 うち精神 38 

うち難病   0 うち難病 0 

放課後等デイサービス 人日分 - 328 

うち身体 9 

- 495 

うち身体 25 

うち知的 298 うち知的 438 

うち精神 21 うち精神 32 

うち難病 0 うち難病 0 

保育所等訪問支援 人日分 - 0 

うち身体 0 

- 0 

うち身体 0 

うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 

うち難病   0 うち難病 0 

医療型児童発達支援 人日分 - 0 

うち身体 0 

- 0 

うち身体 0 

うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 

うち難病   0 うち難病 0 

 

■障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の利用実績（実利用者数） 

サービスの種類 単位 
24 年度 

見込量 

24 年度実績値 

（25.3 月利用分） 
25 年度 

見込量 

25 年度実績値 

（26.3 月利用分） 

 内訳  内訳 

児童発達支援 人 - 5 

うち身体 0 

- 6 

うち身体 0 

うち知的 5 うち知的 4 

うち精神 0 うち精神 2 

うち難病 0 うち難病 0 

放課後等デイサービス 人 - 33 

うち身体 1 

- 58 

うち身体 2 

うち知的 29 うち知的 50 

うち精神 3 うち精神 6 

うち難病 0 うち難病 0 

保育所等訪問支援 人 - 0 

うち身体 0 

- 0 

うち身体 0 

うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 

うち難病 0 うち難病 0 

医療型児童発達支援 人 - 0 

うち身体 0 

- 0 

うち身体 0 

うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 

うち難病   0 うち難病 0 

福祉型児童入所支援 人 - 0 

うち身体 0 

- 0 

うち身体 0 

うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 

うち難病 0 うち難病 0 

医療型児童入所支援 人 - 0 

うち身体 0 

- 1 

うち身体 1 

うち知的 0 うち知的 0 

うち精神 0 うち精神 0 

うち難病   0 うち難病 0 

障害児相談支援 人 - 7 

うち身体 0 

- 9 

うち身体 0 

うち知的 5 うち知的 9 

うち精神 2 うち精神 0 

うち難病 0 うち難病 0 
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■障害福祉サービス等種類別の支給決定者数（平成２６年１１月） 

（人） 

サービスの種類 
支給決定者数 

児童 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 総計 

訪問系サービス 

 居宅介護 4  11 23 6 4 2 6 56 

 重度訪問介護     0 0 0 0 0 

同行援護 0 0 1 1 2 0 1 0 5 

 行動援護 1    3 0 1 0 5 

 重度障害者等包括支援 0       0 0 

日中活動系サービス 

 生活介護  0 0 2 9 18 9 10 48 

 自立訓練（機能訓練）※１  0 0 0 0 0 0 0 0 

 自立訓練（生活訓練）※１  1 5 3 1 1 0 0 11 

 宿泊型自立訓練※１  1 5 2 0 0 0 0 8 

 就労移行支援※１  0 3 3 1 0 0 0 7 

 就労継続支援（A 型）※１  0 1 7 2 0 0 0 10 

 就労継続支援（B 型）※１  1 17 40 16 6 1 0 81 

短期入所 12  2 13 14 12 5 9 67 

療養介護  0 0 0 0 0 1 8 9 

居住系サービス 

 共同生活介護          

 共同生活援助※１ 0 0 8 13 9 3 1 2 36 

施設入所支援  0 0 0 5 15 7 5 32 

計画相談支援※１※２ 0 3 32 43 29 23 10 17 157 

障害者計 17 6 85 150 97 82 38 57 532 

障害児通所支援 

 児童発達支援 9        9 

 放課後等デイサービス 56        56 

 保育所等訪問支援 0        0 

 医療型児童発達支援 0        0 

障害児相談支援 57        57 

障害児計 122        122 

※１訓練等給付と計画相談の一部は、一次判定の区分に基づいて振り分けています。 

※２障害福祉サービスのみ利用している障害児分をカウントしています。 

※３人数、総数は延人数 

 

■障害支援区分認定状況（平成２６年１１月） 

（人） 

区分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 総計 

認定者数 18 51 34 31 14 25 218 
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■地域生活支援事業等の実績 

 サービスの種類等 区分 単位 24 年度見込 24 年度実績値 25 年度見込 25 年度実績値 

相談支援事業 実施箇所数 箇所 1 1 2 3 

地域自立支援協議会 実施箇所数 箇所 1 1 1 1 

成年後見制度利用支援事業 実利用人数 人／年 2 2 3 2 

意思疎通支援事業 

実利用人数 人／年 13 14 14 16 

手話通訳者 

実設置者数 
人 1 1 1 1 

移動支援事業 
延利用時間 時間 600 432 620 755 

実利用人数 人／年 10 10 11 17 

日常生活用具給付事業 

実利用件数 

（以下内訳） 
件／年 525 514 535 459 

介護・訓練 

支援用具 
件／年 5 3 5 0 

自立生活支援

用具 
件／年 6 7 6 8 

在宅療養等 

支援用具 
件／年 8 12 8 11 

情報・意思疎通

支援用具 
件／年 3 4 3 6 

排泄管理支援

用具 
件／年 500 488 510 432 

住宅改修 件／年 3 0 3 2 

地域活動支援センター事業 

市内実施数 箇所 1 1 1 1 

市外実施数 箇所 1 1 1 1 

実利用人数 

（市内） 
人／年 23 22 24 20 

実利用人数 

（市外） 
人／年 2 1 2 1 

訪問入浴サービス事業 
実利用人数 人／年 4 3 5 4 

実施箇所数 箇所 4 3 5 3 

更生訓練事業 
実利用人数 人／年 2 2 2 2 

実施箇所数 箇所 1 1 1 1 

障害者職親委託事業 
実利用人数 人／年 1 1 2 1 

実施箇所数 箇所 1 1 2 1 

自動車運転免許取得費助成事業並び

に身体障害者自動車改造費助成事業 
実利用人数 人／年 4 2 5 2 

日中一時支援事業 
実利用人数 人／年 21 19 21 16 

実施箇所数 箇所 4 4 4 3 

福祉タクシー利用助成事業 
実利用人数 人／年 400 323 420 346 

実施箇所数 箇所 13 16 15 17 

障害者自動車燃料費助成事業 
実利用人数 人／年 620 649 640 631 

実施箇所数 箇所 3 3 3 3 

（参考） 
 

          

精神障害者コミュニティーサロン 

事業 
実利用人数 人 - 30 - 28 

精神障害者小規模作業所 

「工房あすなろ」 
実利用人数 人 - 15 - 14 

障害者地域活動支援センター 

「やすらぎの里」 
実利用人数 人 - 22 - 20 

知的障害者自立生活体験学習施設

「トレーニングホームたてした」 
実利用人数 人 - 36 - 40 

知的障害者通所授産施設 

「ひまわりホーム」 
実利用人数 人 - 42 - 48 
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７ 就学、就労状況等 

 

（１）保育所等における障害児数 

本市における平成２６年度の幼稚園・保育所及び障害児通園施設の在籍児童数は以下

のようになっています。 

 

（平成２６年４月１日：人） 

区分 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 

保育所 0 0 3 2 1 7 13 

母子通園施設 0 1 2 3 2 0 8 

計 0 1 5 5 3 7 21 

 

（２）特別支援学級・通級による指導状況 

平成２６年度の市内の小学校、中学校における特別支援学級在学者数と通級による指

導の利用者は以下のようになっています。 

 

■特別支援学級・通級による指導の状況（市内小・中学校） 

（平成２６年５月１日：人） 

小学校 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 計 

特別支援学級 10 6 10 6 10 7 49 

通級による指導 10 36 21 21 16 12 116 

        
中学校 1学年 2学年 3学年 計 

   
特別支援学級 8 6 4 18 

   
通級による指導 - - - - 

   
 

■特別支援学級の障害別在籍者数 

（平成２６年５月１日：人） 

区分 知的障害 情緒障害 病  弱 肢体不自由 聴覚障害 視覚障害 計 

小学部 19 24 1 3 1 1 49 

中学部 10 6 0 2 0 0 18 
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（３）特別支援学校在籍者数 

本市における平成２６年度の各種特別支援学校の在籍者数は以下のようになっていま

す。 

（平成２６年５月１日：人） 

区分 
小学部 中学部 計 

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 １学年 ２学年 ３学年  

知的障害 2 1 2 2 2 1 1 2 2 15 

病弱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

肢体不自由 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

聴覚障害 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

視覚障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 2 2 2 2 3 1 1 2 2 17 

 

（４）障害者雇用の状況 

「障害者の雇用の促進に関する法律」において法定雇用率は企業ごとに決められてい

ます。宮城県の障害者雇用の状況は以下のようになっています。 

 

■民間企業における障害者の雇用状況の推移（各年 6月 1日時点） 

区分 年度 企業数 
障害者数 実雇用率 

（％） 

法定雇用率 

達成企業割合（％） 雇用障害者数（※） 

宮城県 

平成 22年 1,124  3,679.0  1.62  47.3  

平成 23年 1,096  3,770.5  1.60  46.0  

平成 24年 1,164  3,975.5  1.63  46.4  

平成 25年 1,339  4,461.5  1.71  43.0  

平成 26年 1,364 4,596.5 1.74 45.7 

全国 平成 26年 86,648 431,225.5 1.82 44.7 

※雇用障害者数 

重度身体障害者又は重度知的障害者については、その 1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇

用しているものとしてカウントされる。 

重度身体障害者又は重度知的障害者で短時間労働者（１週間の所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の労働者）

については 1人分としてカウントされる。 

精神障害者である短時間労働者は 0.5人分としてカウントされる。 

上記のカウント方法のため、雇用障害者数には端数が生じている。 

※法定雇用率 

「障害者の雇用促進等に関する法律」に基づく、民間企業、国、地方公共団体が雇用しなければならない障害者の 

割合 

平成 25年 4月 1日からの一般の民間企業（50人以上の規模の企業）においての法定雇用率は 2.0％ 
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■障害者職業紹介業務取扱状況 

区分 年度 有効求職者数 紹介件数 就職件数 

宮城県 

平成 21年 3,247  5,629  835  

平成 22年 3,860  6,148  1,006  

平成 23年 3,793 5,480 1,093 

平成 24年 3,923 5,633 1,434 

平成 25年 3,801 6,212 1,617 

※有効求職者数 

求職申込をした障害者数（仕事を求めている障害者数） 

※就職件数 

就労に結び付いた障害者数 
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１ アンケート調査結果からみる岩沼市の現状と課題 

 

（１）生活のことについて 

日中の過ごし方については、「自宅で過ごしている」と回答した人の割合が２６．９％

と最も高く、「今後やってみたい、参加したい活動」では「旅行」と回答した人の４４．

１％に次いで、「特に何もしたくない」が２４．６％であった。また、今後通いたい施設

では「通う予定はない」が４６．４％と最も高かった。 

外出しない理由としては、「特にない」と回答した人の割合が３３．１％と最も高く、

「困ったときにどうしたらいいのか心配」と回答した人の割合が１５．９％と次いで高

かった。 

 

■平日の日中の過ごし方（全体） 

 

■参加したい地域活動（全体） 

 

  

n=(390)  

自宅で過ごしている

福祉施設、作業所等に通っている（就労継続支援Ａ
型も含む）

会社勤めや、自営業、家業などで収入を得て仕事を
している

専業主婦（主夫）をしている

病院などのデイケアに通っている

特別支援学校（小中高等部）に通っている

一般の高校、小中学校に通っている

リハビリテーションを受けている（通所・訪問）

幼稚園、保育所、障害児通園施設などに通っている

ボランティアなど、収入を得ない仕事をしている

大学、専門学校、職業訓練校などに通っている

その他

無回答

26.9

17.2

15.1

7.9

4.6

4.6

4.1

2.3

1.5

1.3

0.3

8.5

5.6

0 5 10 15 20 25 30 (%)

n=(390)  

旅行

趣味等のサークル活動

スポーツやレクリエーション

講座や講演会等への参加

お祭り

障害者（児）団体の活動

ボランティア活動

その他

特に何もしたくない

無回答

44.1

23.6

21.0

10.3

8.2

7.7

7.7

3.6

24.6

7.7

0 10 20 30 40 50 (%)
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■施設への通所希望（全体・障害別） 

 

■外出する際に困ること、外出しない理由（全体） 

 

 

外出時の不安や経済的な理由等があるものの、障害者等が社会参加等の日中活動に対

し、消極的な側面も伺え、社会活動を行えていないことが見受けられます。この背景に

ある要因がどこにあるのか、相談機能の強化などで、声にならないニーズの掘り起こし

や、真に必要な社会資源を模索する必要があります。 

 

（２）暮らし方の希望について 

今後の暮らし方については、どの障害種別でも「自宅で家族や親族と暮らしたい」と

回答した人の割合が最も高かった。一方で、知的障害では「グループホームのようなと

ころで暮らしたい」（２４．１％）、精神障害では「自宅やアパート等でひとりで暮らし

n=(390)  

困ったときにどうすればいいのか心配

外出にお金がかかる

列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

発作など突然の身体の変化が心配

周囲の目が気になる

公共交通機関が少ない（ない）

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

外出先の建物の設備が不便
（通路、トイレ、エレベーターなど）

介助者が確保できない

その他

特にない

無回答

15.9

13.6

12.8

12.8

12.6

11.8

11.0

10.3

8.5

6.9

10.0

33.1

7.9

0 5 10 15 20 25 30 35 (%)
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たい」（２２．１％）と回答した人の割合が次いで高かった。 

主に世話をしてくれる人については、「母親」（２３．３％）、「配偶者」（２１．３％）、

「子ども」（１１．０％）、「兄弟・姉妹」（５．９％）、「父親」（２．１％）と親族が６０％

以上を占めており、ホームヘルパーや施設職員は１２％程度であった。 

 

■希望する将来の暮らし方（全体・障害別） 

 

 

■主に世話をしてくれる人（全体） 

 

 

全体 (390)

身体障害者 (162)

知的障害者 (133)

精神障害者 (95)

ｎ

8.6

9.0

22.1

61.7

36.1

42.1

24.1

6.3

10.5

12.0

4.2

13.0

12.0

16.8

5.3

1.2

2.1

0.6

0.8

4.2

0.8

1.9

2.1

2.5

(%)
12.1 10.3 9.0 13.648.2

1.5

2.1 3.3

自
宅
や
ア
パ
ー

ト
等

で
ひ
と
り
で
暮
ら
し

た
い

自
宅
で
家
族
や
親
族

と
暮
ら
し
た
い

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム
の

よ
う
な
と
こ
ろ
で
暮

ら
し
た
い
（

利
用
を

続
け
た
い
）

障
害
者
や
高
齢
者
向

け
の
施
設
に
入
り
た

い
（

入
所
を
続
け
た

い
）

病
院
に
入
り
た
い

（

入
院
を
続
け
た

い
）

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

n=(390)  

母親

配偶者（夫または妻）

施設の職員

子ども（子どもの配偶者を含む）

兄弟・姉妹（兄弟姉妹の配偶者を含む）

父親

その他の親族

ホームヘルパー

友人・知人・隣人

祖父母

ボランティア

孫（孫の配偶者を含む）

その他

特にいない

無回答

23.3

21.3

11.3

11.0

5.9

2.1

1.0

0.8

0.5

0.3

0.3

-

0.8

9.7

11.8

0 5 10 15 20 25 (%)
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障害者等が自宅での生活を希望する一方で、それを支える介護は親族が主に行ってい

る様子が伺え、今後は、介護者の高齢化や核家族化による介護負担の増大が懸念されま

す。介護者のレスパイトを含めた、在宅生活を支える居宅介護サービス等の充実と、障

害種別に応じた居住系サービスの整備が求められていると思います。 

 

（３）障害児の支援について 

障害児の子育てについては、「子育てで出費がかさむ」と回答した人が５４．８％と最

も高く、一般の子育てアンケート（未就学児）と比較すると、「子育てによる精神の疲れ

が大きい」と回答する人の割合が１５．８％、「仕事が十分にできない」が１１．６％、

「子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない」が１８．７％も高かった。また、

療育に関して困っていることとしては、「療育を受けられる施設が少ない」「療育に関す

る情報が少ない」「障害特性に合った療育をしてくれるかが心配」と回答する人が４割を

超えている。保育、教育の面でも「受け入れてくれる保育所が無い」「現在在籍している

学校(保育所等)の卒業(卒園等)後の進路が不安」を挙げている人が４割を超えていた。 

 

■子育てする上で負担に思うこと（全体） 

 

 

■療育に関して困っていること（全体） 

 

n=(42)  

子育てで出費がかさむ

子育てによる精神の疲れが大きい

仕事が十分にできない

自分の自由な時間がもてない

子育てが大変なことを身近な人が理解
してくれない

子育てによる身体の疲れが大きい

住居がせまい

夫婦で楽しむ時間がない

子どもが病気がちである

その他

負担に思うことは特にない

無回答

54.8

45.2

38.1

28.6

23.8

16.7

11.9

7.1

-

7.1

9.5

7.1

0 10 20 30 40 50 60 (%)

n=(42)  

療育を受けられる施設が少ない

療育に関する情報が少ない

障害特性に合った療育をしてくれるかが心配

通所・通園が大変

その他

特に困っていることはない

無回答

64.3

54.8

47.6

19.0

2.4

9.5

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)
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■障害のある子の保育に関して困っていること（全体） 

 

 

■障害のある子の学校教育で困っていること（全体） 

 

  

障害児の子育ては、保育や療育の受け入れ先が少なく、保護者の育児負担の増大や就

労への影響も伺えます。障害福祉サービスの充実だけではなく、保育、教育等の関係機

関とが連携し、障害児支援の受け皿を整備することに加え、発達段階に応じた切れ目の

ない療育支援を提供できる体制の整備が望まれていることが伺えます。また、障害や障

害児に対する周囲の理解を図ることもとても重要なことです。障害や障害者等に関する

理解啓発、ピアカウンセリング活動への支援など、障害児への子育て支援体制の充実を

図ることが求められていると思います。 

 

  

n=(7)  

障害児保育に関する情報が少ない

受け入れてくれる保育所（保育園）が少ない

障害特性に合った保育をしてくれるかが心配

通所・通園が大変

その他

特に困っていることはない

無回答

42.9

42.9

42.9

-

28.6

-

14.3

0 10 20 30 40 50 (%)

n=(42)  

現在在籍している学校（保育所等）の卒業
（卒園等）後の進路が不安

専門的な教育・指導に関する情報が少ない

学校の学習内容が子どもに合っているか不安

友だちとの関係づくりができなくて不安

通学が大変

通所施設との連携がうまくいかない

その他

特に困っていることはない

無回答

61.9

40.5

38.1

26.2

21.4

9.5

9.5

14.3

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)
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２ 平成２９年度の目標値の設定 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国及び県は、平成２５年度末時点の施設入所者の１２％以上が地域生活に移行するこ

とを目指しており、平成２９年度末時点の施設入所者数を、平成２５年度末時点の施設

入所者数から４％以上削減することを、数値目標設定の基本指針としています。ただし、

平成２６年度末において、平成２６年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場

合には、未達成割合を加えることとしています。 

本市では、施設に入所している障害者が自立訓練事業等を利用し、グループホームや

一般住宅等に移行できるよう支援するとともに、グループホーム等の整備を促進し、地

域生活への移行を推進します。 

地域生活への移行を進める観点から、現在、施設に入所している障害者のうち、今後、

自立訓練等を利用し、グループホームや一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上

で、平成２９年度末の段階において地域生活に移行する者の数値目標を設定します。 

なお、児童福祉法の改正により、１８歳以上の入所者について、障害者総合支援法に

基づく障害者支援施設等として利用させる施設を除いて設定します。 

 

（目標値） 

平成２５年度末時点の入所者３２人のうち８人（４人＋第３期における未達成分４人）

が、平成２９年度末までに地域生活へ移行する一方、新たに施設へ入所する人を６人と

見込み、差し引き、２人を減少させることを目標とします。 

 

項 目 数 値 備 考 

現在の施設入所者数 ３２人 平成２６年３月３１日入所者数 

地域生活移行目標数 

  ８人 入所施設からグループホーム等への地域移行

見込者数 （２５％） 

削減目標数 

２人 平成２９年度末段階での削減見込者数 

（平成２９年度末の利用人員＝３０人） （６％） 
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（２）入院中の精神障害者の地域生活への移行 

第３期計画では、「退院可能精神障害者の減少」の目標値は定めず、「１年未満入院者

の平均退院率」、「５年以上かつ６５歳以上の退院者数」の入院期間等に着目した指標に

より、都道府県が目標値を定めることとされ、本市においても、国の指針に基づき、目

標値の設定は行いませんでした。 

第４期計画においても、「退院可能精神障害者数」の目標値は定めず、「入院後３か月

時点の退院率」、「入院後１年時点の退院率」、「長期在院者数の減少」の入院期間等に着

目した国の成果目標に基づき、目標値の設定は行わないものとします。 

 

 

（参考） 

宮城県 第４期障害福祉計画に定める平成２６年度の目標値（国と同様） 

「入院中の精神障害者の地域生活への移行」 

○平成２９年度における入院後３か月時点の退院率を６４％以上とする 

○平成２９年度における入院後１年時点の退院率を９１％以上とする 

○平成２９年６月末時点の長期在院者数を平成２４年６月末時点の長期在院者数か

ら１８％以上減少する 

 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

国の基本指針を踏まえて策定された宮城県の基本指針では、地域生活への移行、地域

生活の継続の支援や就労支援といった課題に対応するとともに、障害者等の生活を地域

全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、インフォーマルサ

ービスの提供等、地域の社会資源を最大限に活用することとされています。 

特に、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域生活への移行等に係る相談、

グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、ショートステイ等による緊急時

の受入体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点

の整備及び地域の体制づくりを行う機能が求められており、障害者の高齢化・重度化や

「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化すること、相談支援を中心として、

障害者等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を

行うことと示されました。 

 

（目標値） 

本市における地域生活支援拠点の整備については、アンケートによるニーズ調査、相

談支援事業所や岩沼市障害児者自立支援協議会からのヒアリング等を踏まえ、次の観点

で検討を進めます。 
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■地域生活支援拠点に必要な機能 

① 地域移行、地域定着を図るためのグループホーム機能（サテライト型を含む。） 

② 重度心身障害者にも対応した緊急ショートステイ機能 

■地域生活支援拠点に組み込みたい機能 

  ① 重度心身障害者にも対応した生活介護機能 

  ② 重度心身障害児にも対応した障害児通所機能 

■施設整備の時期等 

平成２９年度を目途に、圏域での整備も視野に入れつつ検討します。 

 

項 目 数 値 備 考 

地域生活支援拠点数 １箇所 平成３０年３月３１日時点 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針において、福祉施設から一般就労に移行する人を、平成２４年度の一般

就労への移行実績の２倍以上とすること、福祉施設における就労支援を強化する観点か

ら、平成２９年度末における就労移行支援事業の利用者について、平成２５年度末から

６割以上増加させること、さらには、平成２９年度末において、就労移行支援事業の事

業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所が全体の５割以上になることを示していま

す。 

本市では、地域自立支援協議会、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、障

害者職業センターなどの関係機関との連携の強化を図り、一般就労への移行を支援しま

す。また、官公需に係る福祉施設の受注機会の拡大が求められていることから、庁内に

おける業務の掘り起こしを行い、発注が可能な業務の委託に向けた働きかけや、施設が

受注可能な業務の紹介を行うことにより、福祉的就労の活動の活性化に努めるとともに、

事業所における魅力ある商品づくりや商品の販路拡大など、工賃向上の取り組みについ

て支援します。 

 

（目標値） 

福祉施設から一般就労に移行する人の人数、就労移行支援事業利用者数や就労移行率

が３割以上の就労移行支援事業の事業所数については、国の基本指針に基づき設定しま

す。 
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項  目 数  値 備  考 

平成２４年度の一般

就労移行者数 
１人 

平成２４年度において福祉施設を退所し、

一般就労した者の数 

【目標値】平成２９年

度の一般就労移行者

数 

２人 平成２９年度において福祉施設を退所し、

一般就労する者の数 （２倍） 

平成２５年度末の就

労移行支援事業利用

者数 

１０人 平成２５年度末段階での利用者数 

【目標値】平成２９年

度末における就労移

行支援利用者数 

１６人 

平成２９年度末段階での利用見込数 

（１６０％） 

平成２９年度末の就

労移行支援事業利用

事業所数 

１事業所 平成２９年度末段階での利用見込数 

（うち）就労移行率が

３割以上の事業所 

１事業所 

平成２９年度末段階での見込数 

（１００％） 
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３ 各年度における障害福祉サービス及び指定相談

支援の見込量並びに見込量確保のための方策につ

いて 

 

（１）訪問系サービス 

■居宅介護（ホームヘルプサービス） 

障害児・者にホームヘルパーを派遣し、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行い

ます。 

 

■重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介

護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

対象者については、次のとおりです。 

○障害支援区分が区分４以上で、二肢以上麻痺があり、障害支援区分の認定調査項目

のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている

人 

○障害支援区分が区分４以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等

（１２項目）の合計点数が１０点以上の人 

 

■同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対し、外出時において、その

障害者に同行し移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等の支援を行います。 

 

■行動援護 

自己判断能力が制限されている人（自閉症、てんかん等の重度の知的障害児・者また

は統合失調症等の重度の精神障害者であって、危険回避ができない、自傷、異食、徘徊

等の行動障害に対する援護を必要とする人）が行動するときに、危険を回避するために

必要な支援、外出支援を行います。 

対象者は、障害支援区分が区分３以上で、障害支援区分の調査項目のうち行動関連項

目の合計点数が１０点以上（障害児にあってはこれに相当する支援の度合い）の人です。 
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■重度障害者等包括支援 

介護の必要性が特に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

対象者については、次のとおりです。 

○障害支援区分が区分６（障害児にあってはこれに相当する支援の度合い）で、かつ、

意思疎通が困難な人のうち、重度訪問介護の対象で、四肢すべてに麻痺等があり、

寝たきり状態にある障害者のうち、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行

っている身体障害者あるいは最重度知的障害者の人 

○障害支援区分が区分６（障害児にあってはこれに相当する支援の度合い）で、かつ、

意思疎通が困難な人のうち、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目（１

２項目）等の合計点数が１０点以上である人 

訪問系サービスの５つのサービスを一体として目標設定します。平成２５年度までの

利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設定します。 

 

 

（見込量確保のための方策） 

訪問系サービスは、充足しているものの需要は年々増加傾向にあります。各障害者の

利用の動向等を踏まえながら供給量の確保に努めます。 

 

（２）日中活動系サービス 

■生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、障害者支援施設等において、入浴、排せつ、食事

等の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供します。 

対象者については、次のとおりです。 

○常に介護を必要とする人で、障害支援区分が区分３（障害者支援施設に入所する場

合は、区分４）以上の人 

○常に介護を必要とする人で、年齢が５０歳以上の場合は、障害支援区分が区分２（障

害者支援施設に入所する場合は区分３）以上の人 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。平成２９年度には、１か月あたり５３人の利用を見込みます。 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（時間／月） 

９８５ ８３５ ８０８ ９５４ ９９０ １，０２６ 

実利用人数 
（人／月） 

４４ ４９ ５１ ５３ ５５ ５７ 
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なお、生活介護は、年々利用者の増加が見られることから、必要なサービスが提供で

きるように、供給量の確保に努めます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日／月） 

７２９ ８０６ ９３１ １，０２９ １，０７１ １，１１３ 

実利用人数 
（人／月） 

３４ ３９ ４７ ４９ ５１ ５３ 

 

■自立訓練(機能訓練) 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体障害者等に対して、身

体的リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練を行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等においても利用実績

がありませんでした。当面において利用はないものと見込みます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日／月） 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 

実利用人数 
（人／月） 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■自立訓練(生活訓練)  

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、知的障害者や精神障害者に

対して、食事や家事等の日常生活能力を向上するための訓練を行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日／月） 

１０８ １９０ １８０ ２１０ ２３１ ２５２ 

実利用人数 
（人／月） 

５ ９ ９ １０ １１ １２ 
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■就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練を行います。 

国の基本指針に基づき見込量を設定します。平成２９年度に１か月あたり１６人の利

用を見込みます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日／月） 

５６ １５７ １０５ １５０ １９５ ２４０ 

実利用人数 
（人／月） 

４ １０ ７ １０ １３ １６ 

 

■就労継続支援 

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供すると共に、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

就労継続支援のうちＡ型は、事業所内において雇用契約に基づいて労働の機会が提供

され、就労に必要な知識や能力の向上が図られ、一般就労に向けた支援が提供されます。

Ｂ型は、雇用契約は結ばずに、就労の機会が提供されます。 

Ａ型については、平成２９年度に１か月あたり１０人の利用を見込みます。 

Ｂ型については、利用は年々増加傾向にあり、平成２５年度までの利用実績及び平成

２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設定します。平成２９年度に１か月あたり

８５人の利用を見込みます。 

なお、Ｂ型については、市内でのサービス提供が特に求められることから、市内事業

所の利用状況を鑑み、必要なサービスが提供できるように、供給量の確保に努めます。 

 

（Ａ型） 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日/月） 

６３ １２０ １２６ １６０ １８０ ２００ 

実利用人数 
（人／月） 

３ ６ ７ ８ ９ １０ 
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（Ｂ型） 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日／月） 

１，３８６ １，４５０ １，３６１ １，５０１ １，５５８ １，６１５ 

実利用人数 
（人／月） 

７３ ７６ ７６ ７９ ８２ ８５ 

 

■療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護

及び日常生活の世話を行います。 

対象者については、次のとおりです。 

○病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする、筋萎縮性

側索硬化症（ＡＬＳ）患者等の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行って

いる人で障害支援区分が区分６の人 

○筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者で障害支援区分が区分５以上の人 

療養介護は、対象者が限られることから、平成２５年度までの利用実績及び平成２６

年度の利用実績見込等をもとに見込量を設定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／月） 

９ ９ １０ １０ １０ １１ 

 

■短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。需要は年々増加傾向にあり、平成２９年度には１か月あたり２５人の利用を

見込みます。 

なお、緊急時の受け入れ体制の整備が求められていることや、施設や病院からの地域

移行等にともなう需要が見込まれるため、短期入所施設の供給量の確保に努めます。 
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（福祉型） 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日／月） 

１０ ３４ １３５ １０５ １１０ １１５ 

実利用人数 
（人／月） 

３ １０ ２０ ２１ ２２ ２３ 

 

（医療型） 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日／月） 

８ １４ ９ １４ １４ １４ 

実利用人数 
（人／月） 

１ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

（見込量確保のための方策） 

日中活動系サービスの需要は、年々増加傾向にあります。就労継続支援では、Ｂ型に

ついては、市内でのサービス提供ができるように検討を進めますが、雇用契約に基づき

就労の機会が提供されるＡ型については、近隣市町での整備が進んできていることもあ

り、圏域での供給という視点で供給量の確保に努めます。 

なお、短期入所は、介護者が病気になるなど、緊急時の受け入れ体制の整備が求めら

れています。緊急時の利用や医療援助が可能な施設利用の求めに応じるため、事業所及

び関係機関と連携を図り提供体制の確保に努めるとともに、地域生活支援拠点の整備の

中で検討を進めます。 

 

（３）居住系サービス 

■共同生活援助(グループホーム) 

平成２６年４月から制度改正によって、地域における住まいの選択肢のさらなる拡

大・事務手続きの簡素化等の観点から、共同生活介護（ケアホーム）は共同生活援助（グ

ループホーム）に一元化されました。 

グループホームにおいて、日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつ又は食事の介護、

その他の日常生活上の支援を行います。 

福祉に関するアンケート調査でも、グループホーム等の充実を望む意見があることや

施設や病院等からの地域生活への移行者を勘案し、平成２５年度までの利用実績及び平

成２６年度の利用実績見込等の数値をもとに、平成２９年度に１か月あたり４６人（３

人＋地域移行分８人）の利用を見込みます。 
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区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／月） 

３３ ３５ ３５ ３６ ３７ ４６ 

 

■施設入所支援 

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

平成２７年度以降の対象者については、下記のとおりです。 

○生活介護を受けている障害支援区分４（５０歳以上の場合は、区分３）以上の人 

○自立訓練又は就労移行支援（以下「訓練等」という）を受けている人のうち、入所

させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる人又は通所

によって訓練等を受けることが困難な人 

○生活介護を受けていて障害支援区分４（５０歳以上の場合は障害支援区分３）より

低い人のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続

きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた人 

○就労継続支援Ｂ型を受けている人のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス

等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認

めた人 

平成２７年度は１か月あたり３２人、平成２９年度には１か月あたり３０人の利用を

見込みます。（児童福祉法により、１８歳以上の入所者について障害総合支援法に基づく

障害者支援施設等として利用させる施設を除いて設定します。） 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／月） 

３０ ３２ ３２ ３２ ３２ ３０ 

 

（見込量確保のための方策） 

居住系サービスは、地域生活の継続に必要な住まいの場であることから、日中活動の

場とあわせて供給量の確保に努めます。グループホーム等については、平成２７年度以

降も継続して供給量が確保できるよう関係機関等へ働きかけ、整備促進を図るとともに、

新たに事業を実施する社会福祉法人等へ国、県の補助制度等を活用しながら、円滑に事

業を開始できるように支援を行います。また、地域生活支援拠点の整備の中で、グルー

プホーム設置について検討を進めます。 
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（４）相談支援サービス 

■計画相談支援 

障害福祉サービスを利用するすべての障害者等に対し、サービス等利用計画の作成や

モニタリング等を行い、ケアマネジメントによる課題の解決や適切なサービス利用に向

けて支援します。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等から見込量を設定し

ます。平成２９年度には１か月あたり１０３人の利用を見込みます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／月） 

２０ ５０ ９１ ９５ ９９ １０３ 

 

■地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に

対して、住まいの場の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相

談や地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。 

施設入所者の地域移行見込数及び精神障害者の地域移行の実績をもとに利用者数を見

込みます。（入院中の精神障害者の地域生活移行見込を含む。） 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／月） 

０ ０ ０ ０ ４ ５ 
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■地域定着支援 

居宅において単身等の状況で生活する障害者に対して、障害者と常時の連絡体制を確

保し、地域定着に向け支援します。障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の相談に

応じることや駆けつけられる体制も整えることで対応します。 

施設入所者の地域移行見込数及び精神障害者の地域移行の実績をもとに利用者数を見

込みます。（入院中の精神障害者の地域生活移行見込を含む。） 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／月） 

０ ０ ０ ０ ４ ５ 

 

（見込量確保のための方策） 

障害福祉サービス等を利用するすべての障害者と障害児に対し、サービス等利用計画

の作成が義務付けられました。このため、今後とも、計画作成やモニタリング等の件数

が増加することが予想されることから、既存の相談支援事業所との連携を図るとともに、

新規参入を促す等の働きかけを行うなど、提供体制の整備に努めます。また、質の高い

サービスが提供されるよう相談支援事業所へ研修や講習会等への参加の働きかけ、各種

情報の提供を行います。 
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４ 各年度における障害児支援の種類ごとの見込量

及び見込量確保のための方策について 

 

（１）障害児支援 

■児童発達支援 

療育の必要があると認められた障害のある未就学児に対して、日常生活動作の指導や

集団生活への適応訓練などを行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込から見込量を設定しま

す。平成２９年度には１か月あたり１２人の利用を見込みます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日/月） 

２２ ９９ ７２ １００ １１０ １２０ 

実利用人数 
（人／月） 

５ ６ ９ １０ １１ １２ 

 

■医療型児童発達支援 

療育の必要があると認められた障害のある未就学児に対して、日常生活動作の指導や

集団生活への適応訓練などを行うとともに、身体の状況に応じ治療も行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込においても利用実績が

ありませんでした。当面において利用はないものと見込みます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日/月） 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 

実利用人数 
（人／月） 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
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■放課後等デイサービス 

療育の必要があると認められた障害のある就学児に対して、生活能力の向上のために

必要な訓練や社会との交流促進のための支援を行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込から見込量を設定しま

す。平成２９年度には１か月あたり９３人の利用を見込みます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日/月） 

３２８ ４９５ ５２７ ７５６ ７９２ ８３７ 

実利用人数 
（人／月） 

３３ ５８ ８０ ８４ ８８ ９３ 

 

■保育所等訪問支援 

療育の専門職が、障害特性に応じた専門的な支援を保育所等（保育所・幼稚園・小学

校、特別支援教室、放課後子ども教室等）において実施するものです。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込においても利用実績が

ありませんでした。当面において利用はないものと見込みます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利 用 量 
（人日/月） 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 

実利用人数 
（人／月） 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■障害児入所支援 

障害児入所支援については、宮城県で支給決定等の事務を行うことから目標値の設定

は、行わないものとします。 

 

■障害児相談支援 

障害児通所支援を利用するすべての障害児に対し、障害児支援利用計画の作成、モニ

タリング等を行い、ケアマネジメントによる課題の解決や適切なサービス利用に向けて

支援します。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込から見込量を設定しま

す。平成２９年度には１か月あたり２４人の利用を見込みます。 
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なお、第３期障害福祉計画時には、計画相談支援と障害児相談支援を合わせて計画して

いました。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／月） 

７ ９ ２２ ２３ ２４ ２４ 

 

（見込量確保のための方策） 

障害児向けのサービスは、概ね充足しているものの需要は年々増加傾向にあります。

各障害児の利用の動向等を踏まえながら供給量の確保に努めます。また、障害福祉サー

ビス等を利用するすべての障害者と障害児に対し、サービス等利用計画の作成が義務付

けられました。このため、今後とも、計画作成やモニタリング等の件数が増加すること

が予想されることから、既存の相談支援事業所との連携を図るとともに、新規参入を促

す等の働きかけを行うなど、提供体制の整備に努めます。また、質の高いサービスが提

供されるよう相談支援事業所へ研修や講習会等への参加の働きかけ、各種情報の提供を

行います。 

 

（２）障害児支援に関する基本的な考え方 

障害児については、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、児童福祉法に基づく

障害児支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、教育、保育等

の関係機関とも連携を図った上で、障害児とその家族に対して、乳幼児期から学校卒業

まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要です。 

本市では、保健部局、保育部局、教育部局と障害部局が連携し、岩沼市特別支援連携

協議会等の中で、障害児に対する切れ目のない支援を提供する体制の構築に努めます。 
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５ 各年度における地域生活支援事業の見込量及び

見込量確保のための方策について 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

障害者等が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するために、

地域、小学校や中学校において障害や障害者等に対する理解を深める研修等を行います。 

 

（見込量確保のための方策） 

事業の性質を勘案し、見込量の設定は行いません。 

 

（２）自発的活動支援事業 

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その

家族や地域住民等によるピアサポート活動やボランティア活動等の自発的な取り組みを

支援します。 

 

（見込量確保のための方策） 

事業の性質を勘案し、見込量の設定は行いません。 

 

（３）相談支援事業 

■障害者相談支援事業 

障害者及びその介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言、その他サ

ービスの利用支援等を行うとともに、関係機関との調整や権利擁護のために必要な支援

を行います。 

平成２４年度から、相談支援の充実等についての見直しのための制度改正が行われ、

平成２４年度には１か所であった相談支援事業所が、平成２５年度には３か所に増加し

ました。今後とも、生活上の様々な課題に対し、きめ細やかな支援ができるように相談

支援事業所の質の向上に努めるとともに、ホームページや障害者手帳の新規交付時等に

おいて、障害福祉サービスや相談支援事業所等についての周知に努めます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実施箇所数 １ ３ ３ ３ ３ ３ 
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（その他の相談支援事業） 

地域の相談支援の拠点として、制度上位置づけられている基幹相談支援センターの設

置については、今後、岩沼市障害児者自立支援協議会等でそのあり方などについて検討

します。平成２９年度までの設置の有無については「無」とします。また、市町村相談

支援機能強化事業、住宅入居等支援事業は、事業実施のための体制整備等が進まず未実

施の状況です。平成２９年度までの事業実施の有無については「無」としますが、事業

実施の体制整備等について引き続き検討します。 

 

（見込量確保のための方策） 

障害者相談支援事業は、市民一人ひとりが、その人の実情にあった的確な情報の提供

や相談を身近なところで気軽に受けられるよう、相談支援事業所と協議を行いながら進

めています。今後もこの体制を維持していくとともに、障害者等が必要な支援を受けら

れるよう相談支援事業所の周知に努めます。 

平成２７年度以降は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要な

基幹相談支援センターの設置について検討します。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的

障害者又は精神障害者に、成年後見の申し立てに要する経費等の助成を行うことにより

制度の利用を支援し、障害者の権利擁護に努めます。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。利用拡大につながるよう制度の周知を図り、平成２９年度には４人を見込み

ます。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

２ ２ ４ ４ ４ ４ 

 

（見込量確保のための方策） 

障害のある人の財産管理や福祉サービス利用の支援を含め、成年後見制度など各種制

度の周知と利用促進を図ります。 
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（５）成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を行うことができる法人を育成するための研修等

を行います。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実施事業数 － － － ０ ０ １ 

 

（見込量確保のための方策） 

研修等を実施し、法人後見ができる事業所の確保に努めます。 

 

（６）意思疎通支援事業 

意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者や要約筆記通訳者の派

遣、手話通訳者の設置を行い、意思疎通の円滑化を図ります。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

１４ １６ １４ １５ １６ １７ 

手話通訳者
実設置者数 

１ １ １ １ １ １ 

 

（見込量確保のための方策） 

市受付窓口への手話通訳者の設置を引き続き行います。 

手話通訳者、要約筆記通訳者の派遣需要は、増加傾向が見込まれることから、情報の

取得が困難な人が、日常生活の中で的確に情報提供が受けられるよう事業の充実に努め

ます。 
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（７）日常生活用具給付事業 

重度障害児者に対し、日常生活上の便宜を図るため、⑴介護・訓練支援用具、⑵自立

生活支援用具、⑶在宅療養等支援用具、⑷情報・意思疎通支援用具、⑸排泄管理支援用

具、⑹居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を給付します。 

日常生活用具給付事業で扱う用具は、多種多様であり、耐用年数等の関係から種目ご

との実績にはばらつきがありますが、平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の

利用実績見込等をもとに見込量を設定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用件数  
（件／年） 

５１４ ４５９ ４７０ ４８８ ５０７ ５２６ 

 

介護・訓練  
支 援 用 具 

３ ０ １ １ １ １ 

自 立 生 活 
支 援 用 具 

７ ８ ５ ５ ５ ５ 

在宅療養等  
支 援 用 具 

１２ １１ ７ ７ ７ ７ 

情報・意思  
疎通支援用具 

４ ６ ５ ５ ５ ５ 

排 泄 管 理 
支 援 用 具 

４８８ ４３２ ４５０ ４６８ ４８７ ５０６ 

住 宅 改 修 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

（見込量確保のための方策） 

在宅の重度障害児者の日常生活の便宜を図るため、今後とも制度の周知に努め、障害

特性、必要性等に応じて的確に給付できるよう、事業の充実を図ります。 

 

（８）手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むこと

ができるように、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙と手話表現技術を習得した

手話奉仕員を養成します。 

なお、手話奉仕員養成研修（入門課程）と手話奉仕員養成研修（基礎課程）を一年お

きに開催し、原則２か年で養成する課程になっています。 

平成２６年度の手話奉仕員養成研修（入門課程）の受講人数（８人）をもとに見込量

を設定します。 
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区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

登録者数 － － － ５ ５  ８ 

 

（見込量確保のための方策） 

情報の取得が困難な人との交流活動の促進や、自立した日常生活と社会生活を営むこ

とのできる体制を充実させるために、今後とも事業の周知を図り、奉仕員の養成に努め

ます。 

 

（９）移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害者に、社会参加のための外出が円滑にできるように移動を

支援します。平成２３年１０月から自立支援給付として「同行援護」サービスが創設さ

れ、移動支援利用者の一部が同サービスに移行することを想定していたものの、移動支

援の利用は増加傾向で推移してきました。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

延利用時間 ４３２ ７５５ ８５５ ８８０ ９２４ ９６８ 

実利用人数 
（人／年） 

１０ １７ １９ ２０ ２１ ２２ 

 

（見込量確保のための方策） 

障害者等が、社会の様々な分野へ積極的に参加し、生きがいをもって生活できるよう、

利用者の状況に応じた柔軟なサービスの提供ができるよう、移動の支援の確保と事業の

充実に努めます。 
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（１０）地域活動支援センター事業 

創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行い、雇用・勤労が困難な在

宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実施箇所数 １ １ １ １ １ １ 

実利用人数 
（人／年） 

２２ ２０ ２２ ２３ ２４ ２５ 

 

（見込量確保のための方策） 

障害者の地域生活の場、社会参加の場として重要であり今後も利用者の動向を踏まえ

サービスの提供に努めます。 

 

（１１）岩沼市独自事業（その他の事業） 

① 訪問入浴サービス事業 

家庭において、入浴することが困難な身体障害者の健康保持と福祉の増進を図るため、

居宅において訪問入浴サービスの提供を行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

３ ４ ３ ２ ２ ２ 

実施箇所数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

 

（見込量確保のための方策） 

今後も引き続き現行サービスの提供に努めます。 
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② 更生訓練事業 

更生訓練を実施する施設の利用者が、効果的に訓練を受け、社会復帰の促進を図るた

めに、更生訓練費の支給を行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

２ ２ ０ １ ２ ２ 

 

（見込量確保のための方策） 

利用等の動向を踏まえながらサービスの提供に努めます。 

 

③ 障害者職親委託事業 

療育手帳の所持者を対象に、知的障害者の社会参加を促進し、自立更生を図るため登

録された職親のもとで、一定期間の生活指導や技能習得訓練等を行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

１ １ １ １ １ １ 

実施箇所数 １ １ １ １ １ １ 

 

（見込量確保のための方策） 

利用等の動向を踏まえながらサービスの提供に努めます。 
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④ 自動車運転免許取得費助成事業及び身体障害者自動車改造費助成事業 

自動車運転免許取得費助成事業においては、身体障害者又は知的障害者が、就労やそ

の他の社会活動に参加するために、自動車を運転しようとする場合、運転免許を取得す

るための費用の一部を助成します。また、身体障害者自動車改造費助成事業においては、

重度の身体障害者が、就職やその他の社会活動に参加するために、自動車を運転しよう

とする場合、自動車を改造するための費用の一部を助成します。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

２ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

（見込量確保のための方策） 

今後とも制度の周知を図り、障害者の社会参加の促進を図ります。 

 

⑤ 日中一時支援事業 

障害者に一時的な日中活動の場を確保し、家族の一時的な休息等を図ります。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

１９ １６ １６ １７ １８ １９ 

実施箇所数 ７ ７ ９ ９ ９ ９ 

 

（見込量確保のための方策） 

利用等の動向を踏まえながらサービスの提供に努めます。 
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⑥ 福祉タクシー利用助成事業・障害者自動車等燃料費助成事業 

■福祉タクシー利用助成事業 

身体障害者手帳１級、２級、３級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級、２級

及び特定疾患等医療受給者証を所持する人に福祉タクシー利用助成券を交付し、社会参

加の促進を図ります。 

 

■障害者自動車燃料費助成事業 

身体障害者手帳１級、２級、３級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級、２級

及び特定疾患等医療受給者証を所持する人に自動車等燃料費助成券を交付し、社会参加

の促進を図ります。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

（福祉タクシー利用助成事業） 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

３２３ ３４６ ３４４ ３５８ ３７２ ３８７ 

実施箇所数 １６ １７ １４ １４ １４ １４ 

 

（障害者自動車等燃料費助成事業） 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

６４９ ６３１ ６５４ ６８０ ７０７ ７３５ 

実施箇所数 ３ ３ ２ ２ ２ ２ 

 

（見込量確保のための方策） 

福祉タクシー利用助成事業と障害者自動車等燃料費助成事業については、当面、現行

の助成内容を維持したいと考えていますが、今後の財政状況等の動向によっては、必要

に応じ、助成対象者や助成内容等の見直しを行います。 
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⑦ 精神障害者小規模作業所事業 

精神障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図るため、生活訓練や作業指導を行いま

す。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

１３ １１ １１ ８ ８ ８ 

実施箇所数 １ １ １ １ １ １ 

 

（見込量確保のための方策） 

当面は、現行の事業を継続しますが、今後、そのあり方について検討します。 

 

⑧ 精神障害者コミュニティサロン事業 

在宅の精神障害者が自由に集まり、活動できる場の提供を行います。外出の機会を増

やすこと、コミュニティサロン内での各種活動やピアカウンセリング等を通じ、病気の

再発予防、社会復帰や自立を図る取組みを行います。 

平成２５年度までの利用実績及び平成２６年度の利用実績見込等をもとに見込量を設

定します。 

 

区 分 

第３期利用実績 

（平成２６年度については実績見込） 
第４期見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実利用人数 
（人／年） 

２５ ２０ １７ １７ １８ １９ 

実施箇所数 １ １ １ １ １ １ 

 

（見込量確保のための方策） 

利用等の動向を踏まえながらサービスの提供に努めます。 
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６ 地域自立支援協議会 

 

本市では、障害者総合支援法第８９条の３に基づき、障害者等への支援体制の整備を図

るため、保健医療関係者、福祉関係者や就労支援関係者等で構成される「岩沼市障害児者

地域自立支援協議会」を設置しています。 

当協議会では、障害者等への支援体制に関する地域課題を共有し、課題解決のための方

策等についての協議を積極的に行います。また、関係機関が、地域課題等の解決に向かっ

て連携して取り組めるよう、地域の関係機関によるネットワークの構築に取り組みます。 

 

７ 障害者等に対する虐待の防止 

 

平成２４年１０月の障害者虐待防止法の施行に伴い、平成２５年４月に「岩沼市障害者

虐待防止センター」を設置しました。今後とも関係機関と連携し、障害のある人に対する

虐待の防止に努めるとともに、虐待が発生した場合における障害者等の保護など、迅速か

つ適切な対応に努めます。 
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１ 県、関係機関との連携強化 

  

障害福祉サービスの提供、総合的な相談支援や地域への移行支援等にあたっては、宮城

県や近隣自治体、社会福祉法人や医療機関をはじめとした関係機関との連携を強化するこ

とで効果的な計画の推進を図ります。 

 

２ PDCA サイクルによる計画の進行管理と評価 

  

本計画は、「計画（Plan）」、「実行（Do）」、「評価（Check）」、「改善（Act）」のプロセスを

循環させながら、平成２７年度から平成２９年度の３年間の計画の期間の中で、少なくと

も１年に１回の実績把握を行い、分析・評価（中間評価）を行うとともに、障害者施策や

関連施策の動向も踏まえながら、計画期間中でも必要に応じて計画の見直しを行います。 

なお、中間評価や計画の見直しにあたっては、岩沼市障害児者地域自立支援協議会にお

いて協議、検討を行います。 

 

※障害福祉計画における PDCAサイクルのプロセス 

Plan 
 
 
 
 

Do 
 
 
 
 

Check 
 
 
 
 

Act 
 
 
 
 
 

計画設定・目標設定 

実施状況の点検 

・評価 

事業の実施 
必要に応じた計画の

見直し 
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○岩沼市障害者計画等策定委員会委員名簿 

 

  （敬称略） 

区  分 氏  名 備  考 

学識経験者 

（会長） 
菅原 里江 

東北福祉大学 

総合福祉学部社会福祉学科専任講師 

保健医療関係者 

（副会長） 
西條 尚男 宮城県精神保健福祉センター 所長 

保健医療関係者 佐藤 博之 宮城県仙台保健福祉事務所 

福祉関係者 佐々木 健一 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 

福祉関係者 釣舟 晴一 一般社団法人宮城県社会福祉士会 

福祉関係者 田中 勝己 宮城県立支援学校岩沼高等学園 

福祉関係者 菅野 孝志 岩沼市民生委員児童委員協議会 障害者福祉部会長 

サービス利用者 寺門 満津子 岩沼市身体障害者福祉協会 副会長 

サービス利用者 山田 弘子 岩沼市心身障害児者親の会 会長 

サービス利用者 津田 裕 岩沼市精神障害者家族会 会長 



 
資 料 編 

 
 

67 

○岩沼市障害者計画等策定委員会設置要綱 

 

平成 18年６月１日 

告示第 47号 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）第 11条第３項の規定に基づく岩沼市障害

者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法

律第 123号）第 88条の規定に基づく岩沼市障害福祉計画（以下「障害者計画等」という。）

の策定にあたって市民の意見を反映させるため、岩沼市障害者計画等策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（平 23告示 100・平 25告示 53・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、障害者計画等の策定に関し、調査及び検討し、市長に報告するものと

する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 10人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 保健医療関係者 

⑶ 福祉関係者 

⑷ 岩沼市の障害福祉サービスを利用する者 

⑸ その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、障害者計画等の策定終了までとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。 

（意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴

取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

（平 21告示 33・一部改正） 
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（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 18年６月１日から施行する。 

附 則（平成 21年告示第 33号） 

この告示は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23年告示第 100号） 

この告示は、平成 23年 12月 22日から施行し、改正後の岩沼市障害者計画等策定委員会

設置要綱は、平成 23年 11月 18日から適用する。 

附 則（平成 25年告示第 53号） 

この告示は、平成 25年７月１日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 

 

 

  



 
資 料 編 

 
 

69 

○岩沼市第４期障害福祉計画策定経過 

 

年 月 日 内 容 等 

平成２６年１０月２０日 第１回岩沼市障害者計画等策定委員会 

平成２６年１２月１日 第２回岩沼市障害者計画等策定委員会 

平成２７年１月１４日 第３回岩沼市障害者計画等策定委員会 

平成２７年１月２１日～ 

平成２７年２月１９日 
パブリックコメント実施 

平成２７年３月６日 第４回岩沼市障害者計画等策定委員会 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 沼 市 第 ４ 期 障 害 福 祉 計 画 

（平成２７年度～平成２９年度） 

 

平成２７年３月 

岩沼市 健康福祉部 社会福祉課 

〒989-2480 岩沼市桜一丁目６番２０号 

電話：0223-22-1111 FAX：0223-24-0897 

 


